
『災害時における歯科保健医療対策』
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歯科保健担当
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歯科保健医療対策について、まず、高リスクとな
る要件を【歯科保健医療対策のチェック項目と症
状】として示し、次に【保健衛生部局/保健所本部に
おける対策の立案】、その次に個々人への具体的な
【保健指導】として記載する。【チェック項目】に
多くチェックが付く場合は、優先的に対策を進める
べきである。

歯科保健医療対策
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チェック項目

歯
科
保
健
医
療
対
策

□口腔衛生や口腔機能の低下に配慮が必要な対象者がいる
（配慮が必要な者：乳幼児・妊婦・後期高齢者・障害児者・要介護者・糖尿病等の有病者）

□飲料水・生活用水・洗口場所が不十分である

□歯ブラシ・歯みがき剤、コップ、義歯洗浄剤、義歯ケースなど資機材が不足している

□口腔清掃状態が不十分である

□歯痛や口内炎を訴える者、食事摂取が不自由な者がいる

□歯科診療所、巡回歯科チームなどの歯科保健活動体制がない

【歯科保健医療対策のチェック項目と症状】
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【保健衛生部局/保健所本庁における対策の立案】

・避難所/福祉避難所、高齢者障がい者施設等の環境整備（水、
洗口環境等）を行い、口腔ケアに必要な医薬品/衛生物品、資
機材を調達する。

・避難所/福祉避難所、高齢者障がい者施設、保育園、幼稚園、
学校等に対する口腔衛生教育を行い、口腔ケア活動のための普
及啓発を行う。

・応急歯科診療、歯科診療医療班（巡回歯科診療含む）の活動
との連携を図る。

・口腔機能維持、誤嚥性肺炎のリスクアセスメント、栄養士や
言語療法士と協働した摂食嚥下機能サポートを行う。
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【保健指導】

・避難所等では、水の使用制限や食生活の変化、劣悪な生活環
境等により、体力低下等でインフルエンザ、風邪等の呼吸器疾
患や誤嚥性肺炎、むし歯、歯周病の発生、悪化等様々な疾患に
かかり易くなるため予防及び口腔機能向上を含めた口腔ケア支
援を行う。

・時間の経過とともに変化する被災者の状況に伴って起こりう
る歯科保健医療福祉等のニーズを予測し、被災者の目線に立っ
て支援する。
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歯科保健におけるフェーズ分類と歯科的問題点
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【参考】
・日本公衆衛生協会/全国保健師長会：災害時の保健活動推進マニュアル
・日本歯科医師会：災害に関する情報 https://www.jda.or.jp/disaster/
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